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   低騒音型・低振動型建設機械の使用について（通知） 
 
 

 標記について、建設工事（工事の実施細目について（防整技第７１６７号。２８．

３．３１）第２第１号に規定する建設工事をいう。）を円滑に実施するため、住居

が密集している地域、病院や学校の周辺地域、その他付近住民の生活環境を保全す

るため、騒音・振動等建設公害を出来るだけ防止する必要があると想定される地域

やこれらの地域に隣接して工事を行うときであって、災害復旧等の緊急を要し、や

むを得ない場合を除き、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平

成９年７月３１日付建設省告示第１５３６号）による指定を受けた低騒音型・低振

動型建設機械を使用するものとする。 
 この場合にあっては、特記仕様書等にその旨を記載することとし、受注者に徹底

させられたい。 
 
 
写送付先：整備計画局施設計画課長、整備計画局施設整備官、整備計画局提供施設

計画官、地方協力局施設管理課長 


